
 
 
 
（指定定期検査機関）  
第二十条  都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者（以下「指

定定期検査機関」という。）に、定期検査を行わせることができる。  
２  都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査

機関にその定期検査の業務（以下この章において「検査業務」という。）の

全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を

行わないものとする。  
 
（指定）  
第二十六条  第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところによ

り、検査業務を行おうとする者の申請により行う。  
 
（欠格条項）  
第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定

を受けることができない。  
一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二

年を経過しない者  
二  第三十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年

を経過しない者  
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当

する者があるもの  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（指定の申請）＜省令＞  
第一条  計量法 （平成四年法律第五十一号。以下「法」という。）第二十

六条 の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書

に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府

県知事（その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の

長）に提出しなければならない。  
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書  
二  申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の 終日における財産目録

及び貸借対照表  
三  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支

予算書（定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したも

の）  
四  次に掲げる事項を記載した書面  
イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二に規定する構成員（以下こ

の号において単に「構成員」という。）のうち主たる者の氏名（構成員が法

人である場合には、その法人の名称）並びに構成員の構成割合 
ロ 定期検査の業務を行う特定計量器の種類 
ハ 定期検査の業務を行う地域 
ニ 一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数 
ホ 定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその

所有又は借入れの別 
ヘ 定期検査を実施する者の資格及び数 
ト 定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び

概要 
チ 手数料の額 
五  申請者が法第二十七条 各号の規定に該当しないことを説明した書面  
六  申請者が第二条の三各号の規定に適合することを説明した書類  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計量法 
計量法関係法令 



（指定の基準）  
第二十八条  都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定

の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をして

はならない。  
一  経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うも

のであること。  
二  経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査

を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。  
三  法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定

める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも

のであること。  
四  前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないもの

として、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。  
五  検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであ

ること。  
六  その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実

施を阻害することとならないこと。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（指定の基準） ＜省令＞ 
第二条  法第二十八条第一号 の経済産業省令で定める器具、機械又は装置

は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器（質量計及び皮革面積計

に限る。次項において同じ。）ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであ

って、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるもの

とする。  
２  法第二十八条第二号 の経済産業省令で定める条件に適合する知識経

験を有する者及び同号 の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量

器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検

査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。  
（指定定期検査機関の構成員）  
第二条の二  法第二十八条第三号 の法人の種類に応じて経済産業省令で

定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に

掲げるものとする。  
一  民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の規定に基づき設

立された法人 社員  
二  会社法 （平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項 の持分

会社 社員  
三  会社法第二条第一号 の株式会社 株主  
四  中小企業等協同組合法 （昭和二十四年法律第百八十一号）第三条 の
事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法 （昭和

二十二年法律第百三十二号）第四条第一項 の農業協同組合 組合員  
五  中小企業等協同組合法第三条 の協同組合連合会及び農業協同組合法

第四条第一項 の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者  
六  その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するも

の  
（指定の基準） ＜省令＞ 
第二条の三  法第二十八条第四号 の経済産業省令で定める基準は、定期検

査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検

査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されている

こととする。  
一  特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。  
二  定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けない

こと。  
三  前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすお

それのないこと。  
 
 
 
 
 
 
 

別表第一 （第二条、第十七条関係）＜省令＞ 

検査設備 定期検査又は計量証明検査を実施する者 特 定

計 量

器 
名称 性

能 
条件 人

数

基 準

分銅 
質 量

計 

基 準

は か

り 

  少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他

の者については、次のいずれかに該当すること。 
一 一般計量士 
二 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所」

という。）の「短期計量教習」以上を修了した者で、指

定に係る実務経験が一年以上の者 

二

名

 
 
 
民法第三十四条 （公益法人の設立）  
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、

営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができ

る。  
会社法第五百七十五条（定款の作成）  
合名会社、合資会社又は合同会社（以下「持分会社」と総称する。）を設立

するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署

名し、又は記名押印しなければならない。  
会社法第二条（定義）  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  
一  会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。  
 
中小企業等協同組合法第三条（種類）  
 中小企業等協同組合（以下「組合」という。）は、左の各号に掲げるもの

とする。  
一  事業協同組合  
一の二  事業協同小組合  
一の三  火災共済協同組合  
二  信用協同組合  
三  協同組合連合会  
四  企業組合  
 
農業協同組合法第四条   
農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称中には、農業協同組合又は農

業協同組合連合会なる文字を用いなければならない。 
 
 
 



（指定の更新）  
第二十八条の二  第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める

期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を

失う。  
２  前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。 
 
（定期検査の方法）  
第二十九条  指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第

一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者

に定期検査を実施させなければならない。  
 
（業務規程）  
第三十条  指定定期検査機関は、検査業務に関する規程（以下「業務規程」

という。）を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
２  業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。  
３  都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が

定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変

更すべきことを命ずることができる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［政令］指定定期検査機関の指定等の有効期間）  
第十一条の二  法第二十八条の二第一項 （法第百六条第三項 、第百二十

一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含

む。）の政令で定める期間は、三年とする。 
（指定の更新の手続）  
第二条の四  法第二十八条の二 の規定により、指定定期検査機関が指定の

更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。この

場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替え

るものとする。 
 
 
（業務規程） ＜省令＞ 
第三条  指定定期検査機関は、法第三十条第一項 前段の規定により業務規

程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添え

て、当該指定に係る都道府県知事（以下この章において「委任都道府県知事」

という。）又は当該指定に係る特定市町村の長（以下この章において「委任

特定市町村の長」という。）に提出しなければならない。  
２  法第三十条第二項 の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおり

とする。  
一  定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項  
二  定期検査の業務を行う特定計量器の種類  
三  定期検査を行う場所に関する事項  
四  定期検査に関する証明書の発行に関する事項  
五  定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項  
六  定期検査を実施する者の配置に関する事項  
七  定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項  
八  定期検査済証印の管理に関する事項  
九  定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項  
十  手数料の収納の方法に関する事項  
十一  前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項  
３  指定定期検査機関は、法第三十条第一項 後段の規定により業務規程の

変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県

知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（帳簿の記載）  
第三十一条  指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、

帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保

存しなければならない。  
 
（業務の休廃止）  
第三十二条  指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又

は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじ

め、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。  
 
（事業計画等）  
第三十三条  指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の

事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出し

なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
２  指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の

事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提

出しなければならない。  
 
第三十四条  削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（帳簿）＜省令＞  
第四条  法第三十一条 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおり

とする。  
一  定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
二  前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要  
三  定期検査を行った年月日  
四  定期検査を実施した者の氏名  
五  定期検査の成績及び合格又は不合格の別（合格しなかった特定計量器

については、その理由及び製造番号）  
六  第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由  
２  指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期

検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分

して、帳簿に記載しなければならない。  
３  指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの

間、保存しなければならない。  
（電磁的方法による保存） ＜省令＞ 
第四条の二  前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。

以下同じ。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機

器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当

該記録の保存をもって法第三十一条 に規定する当該事項が記載された帳簿

の保存に代えることができる。  
２  前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を

確保するよう努めなければならない。 
（業務の休廃止）  
第五条  指定定期検査機関は、法第三十二条 の規定により定期検査の業務

の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは

一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届

出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならな

い。  
第六条  削除  
第七条  削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（解任命令）  
第三十五条  都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規

定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に

違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任す

べきことを命ずることができる。  
 
（役員及び職員の地位）  
第三十六条  検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑

法 （明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令に

より公務に従事する職員とみなす。 
 
（適合命令）  
第三十七条  都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第

二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指

定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべ

きことを命ずることができる。  
 
（指定の取消し等）  
第三十八条  都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次

の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  
一  この節の規定に違反したとき。  
二  第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。  
三  第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行っ

たとき。  
四  第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したと

き。  
五  不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。  
 
（都道府県知事等による検査業務の実施）  
第三十九条  都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から

第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があっ

たとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは

一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により

検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において

必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものと

する。  
２  都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の

全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第三十二条の規定

による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の

規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の

引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（業務の引継ぎ）  
第八条  法第三十九条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる

とおりとする。  
一  指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、

委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。  
二  指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任

都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。  
三  指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の

長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第一 （第二条、第十七条関係）  

検査設備 定期検査又は計量証明検査を実施する者 特 定

計 量

器 
名称 性

能 
条件 人

数

基 準

分銅 
質 量

計 

基 準

は か

り 

  少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他

の者については、次のいずれかに該当すること。 
一 一般計量士 
二 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所」

という。）の「短期計量教習」以上を修了した者で、指

定に係る実務経験が一年以上の者 

二

名

別表第二（第十条関係）  

検 定 設

備 
検定を実施する者 指 定

の 区

分 名称 性
能 

条件 人

数

基準

分銅 
  非 自

動 は

かり 基準

はか

り 

  

次のいずれかに該当すること。 
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧

専門学校令による専門学校において理学又は工学の課

程を修めて卒業した者で、質量計の検査に一年以上従事

した者 
二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計

量の実務に一年以上従事した者 
三 一般計量士 
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有してい

ると研究所理事長が認めた者 

二

名

 
様式第１ （第１条、第９条、第１８条、第１８条の３関係）  
様式第１の２ （第２条の４、第１０条の４、第１８条、第１８条の７関係）  
様式第２ （第３条、第１１条、第１８条、第１８条の８第１項関係）  
様式第３ （第３条第３項、第１１条第３項、第１８条、第１８条の８第３

項関係）  
様式第４ （第５条、第１３条、第１８条、第１８条の１１関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


